
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用申請書を提出する日を記入して下さい。 

 

 

学年・年齢は令和４年４月１日現在のものを記入 

して下さい。 

 

（  ）内の記入が抜けてしまいがちな箇所なので 

お気を付け下さい。 

 

 

［ご注意］ 

外手児童館学童クラブをご希望の方は早朝延長・ 

夜間延長・土曜育成をお申し込みいただけますが、 

ご利用の際はそれぞれ要件がございます。 

※外手児童館学童クラブ分室では延長育成を実施 

しておりません。 

      

【早朝延長育成】 

  すべての保護者が８：２９以前に自宅を出て 

いれば利用できます。 
 

  （勤務開始時間－通勤時間）＝８：２９以前 
 

【夜間延長育成】 

  すべての保護者の帰宅時間が１８：０１以降と 

なる場合、利用できます。 
 

  （勤務終了時間＋通勤時間）＝１８：０１以降 
 

【土曜育成】 

  すべての保護者が「土曜勤務」の欄【有】の 

  項目にチェックが入っている。 

 

・申請する児童本人から見た続柄を記入して下さい。 

・申請する児童本人はここに含まず記入して下さい。 

 

この部分の記入も抜けてしまいがちなのでお気を付け

下さい。 

 

 

この欄の【有】にチェックが付いている 

場合は手帳のコピーが必要です。 
 

また原本確認が必要ですので、お手数 

ですが申請書ご提出の際は手帳の原本も 

お持ち下さい。 

 

在職証明書（または就労状況申告書・ 

自己申告書など）の記載内容と一致 

するように記載して下さい。 

 

①利用申請書 
 
 

正式名称で記入して下さい。 

・外手児童館 学童クラブ 

 ・外手児童館 学童クラブ 分室 

  

※【重要】今年度より本館学童クラブ・ 

 第二学童クラブのどちらかに入会を 

希望されるご家庭は、この欄に「外手 

児童館 学童クラブ」と記入して下さい 

 

※【重要】業平分室学童クラブは令和 

４年度より本所賀川記念館（東駒形 

４―６―２）が運営することになり 

ました。 

 作成した申請書は本所賀川記念館へ 

 ご提出下さい（外手児童館では受付 

 できません）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本人や配偶者、及び親族の経営する会社・法人・ 

団体に勤務している場合は自営・内職用の「就労 

状況申告書」の方にレ点チェックを入れて下さい。 

 

■上記以外の会社・法人・団体に勤務している場合は 

 外勤用の「在職証明書」の方にレ点チェックを入れ 

 て下さい。 

 

雇用契約期間があり、かつその契約期間が令和３年 

４月１日以降に及んでいない場合、こちらの「更新」

の欄【有】のところに〇印がついていなければ申請 

することができません。 
 

雇用契約期間自体が無い場合は「更新」の蘭に〇印を

つける必要はありません。 

 

 
 

［ご注意］ 

外手児童館学童クラブ（本館）・外手児童館学童 

クラブ業平分室のどちらかをご希望の方は早朝 

延長・夜間延長・土曜育成のお申し込みができ 

ますが、利用の際はそれぞれ下記の要件がござい 

ます。 
      

【早朝延長育成】 

  すべての保護者が８：２９以前に自宅を出て 

いれば利用できます。 
 

  （勤務開始時間－通勤時間）＝８：２９以前 
 

【夜間延長育成】 

  すべての保護者の帰宅時間が１８：０１以降と 

なる場合、利用できます。 
 

  （勤務終了時間＋通勤時間）＝１８：０１以降 
 

【土曜育成】 

  すべての保護者が「土曜勤務」の欄【有】の 

  項目にチェックが入っている。 

 

・社印を押して下さい。 

・勤務先に社印がない場合はその理由を 

記入して下さい。 

 

 

 

記入が抜けがちな箇所です。お気を付け

下さい。 

 

 
 

自営業（フリーランス等含む）の方については外勤・

内勤問わず会社の運営が確認できる書類を添付して 

下さい。 

例）開業届・営業許可証・事務所等の賃貸借 

契約書・仕入伝票・請求書・パンフレット 

   やホームページなど 
 

※保護者双方が同一の会社であれば、ご提出いただく 

書類は一部のみで大丈夫です 

 

 

 

②在職証明書 

 就労状況申告書 
 

 

【重要】 

シフト勤務やフレックス制などで「休日」 

「勤務時間」が一定でない場合は、シフト 

またはタイムカードなどの平日の勤務日数 

と勤務時間が証明されているもののコピーを 

一緒に提出して下さい。 
 

 ※毎年最も不備が生じる箇所です。 

  不備があった場合は差戻になる場合もござ 

  いますので、必ずご確認の上提出して下さい 

 

※シフトが記号化されている場合は記号の 

  読み方を備考欄に記入してもらって下さい。 

   例）Ａ＝９：００～１８：００勤務 

✕＝公休 

特＝特別休暇（有休） 

  

 

・記入ご担当者様の担当印は不要です。 

・書類内に訂正箇所があった場合は訂正箇所を 

二重線で消した上、記入ご担当者様のお名前で 

訂正印を押して下さい。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■記入者の状況にあてはまる項目のみ記入して下さい 
 

■それぞれの項目ごとに必要な証明書類があります。 
  

※提出していただく証明書類（提出日より３ヶ月以内に 

発行されたもの）はコピーで大丈夫ですが、原本確認も 

致しますので原本も忘れずにお持ち下さい。 
  

 ※それぞれの項目ごとに必要な証明書類は以下の通りと 

  なります。 

 

③自己申告書（必要な方のみご提出いただく書類です） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④学童クラブ（延長育成・土曜育成） 

 利用申出書 
 

 ※外手児童館 学童クラブ（本館）と 

  外手児童館 学童クラブ 業平分室を申請される 

  ご家庭のみ提出できる書類です。 

 

利用する月に〇印を付けて下さい。 
 

【ご注意】 
 

 ■『早朝延長』の欄に〇印をつけた場合、「学童クラブ 

  利用申請書」の「延長・土曜育成の利用希望」欄の 

  「□午前８時～８時３０分」の項目にレ点チェックが 

  必要となります。 
 

 ■夜間延長・土曜育成も同様です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤同意書 

 

押印は不要です。 
 

 

保護者のお名前とお子さんの 

お名前を逆に書かないよう、 

ご注意下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ひとり親及び離婚調停・協議中のご家庭に関する証明について 

   

■ひとり親及び離婚調停・協議中のご家庭はそれぞれ 

 の状況に応じて指数に加点されます。 
 

 申請書提出の際、右の表に書かれている証明書の 

コピーと確認のための原本をお持ち下さい。 
 

 ※加点される指数の内訳に関しては申請書封筒内に 

同封されている「学童クラブ利用選考基準」内の 

「世帯調整」の項目をご確認下さい。 

 

■この書類は任意提出の書類となります。 

   

以下の画像は、この項目に該当する証明書の見本（例）です 
※少し古いものですが、参考にしていただければと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■引っ越しなどの理由により、今現在お住まいの場所（区内・ 

区外どちらでも）と令和３年４月１日以降の住居が異なる 

場合は、右の表の「転居」の項目に書いてある証明書類の 

コピーと確認のための原本が必要です。 
 

 ■しかし「会社の社宅（寮）に転居する」または「墨田区 

在住の親族と同居する」などの理由で契約書（＝証明書類）

がないという場合には、「申立書」をご提出下さい。 

 

 ■申立書は２種類あります。 

  ①４月１日から会社の社宅（寮）に転居する場合 

    →申立書が１枚必要。 

    →会社の担当の方に書いてもらって下さい。 
 

  ②４月１日から墨田区在住の親族のもとに転居して同居を 

開始する場合 

 →申立書が２枚必要。 

 →「転居先の世帯主の方（先に住んでいるご家庭の世帯 

主）」と「現住所の世帯主の方（申立書を提出する 

保護者本人」の方でそれぞれ記入後、ご提出下さい。 

 

 

 ※申立書は申請書封筒内には入っておりません。 

  墨田区の HPよりダウンロードしていただくか、外手児童 

  館まで直接取りに来て下さいますよう、お願い致します。 

 

申立書①社宅（寮）に転居する場合 → １枚 
   

 

申立書②区内の親族などと同居する場合 → ２枚 
   

 

⑧申立書について 


